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くらしの情報

　本渡地区内の幼稚園では、幼稚園教育を広く知ってもらうため、未就園児親子体験活動を
月に１回程度実施しています（５月から２月まで〔８月を除く〕）。※事前に各幼稚園へ電話
で申し込んでください。※今後の実施日は、各幼稚園へお問い合わせください。

幼稚園に遊びにきませんか！幼稚園に遊びにきませんか！

□問本庁（別館）・学校教育課

７月 ４日㊎ 水遊び、おもしろ～い

みんなでピチャピチャ水遊び

楽しいね、水遊び

水遊び

７月10日㊍

７月 ９日㊌

７月16日㊌

本渡地区幼稚園未就園児
親子体験活動のご案内
本渡地区幼稚園未就園児
親子体験活動のご案内

本渡南幼稚園

本渡北幼稚園

亀場幼稚園

本渡カトリック
聖心幼稚園

時　間

9：30～11：00

期　日幼稚園名 活動内容 連絡先

☎・FAX㉓4469

☎・FAX㉒3681

☎・FAX㉓1548

☎・FAX㉓5766みこころ

公
　
立

私
立

と　き ７月12日㊏午後１時から ところ 天草市民センターホール

天草市教育力活性化推進大会を開催

■内　容
●社会を明るくする運動作文・標語表彰
●児童生徒、教育関係団体による事例・
実践発表

●記念講演
　演題：「みんな笑顔の講演会～命を輝
　　　 かせる心のストレッチ～」

　講師：佐久間レイさん
　　　　（声優・歌手・劇作家）
〈講師プロフィール〉「それいけ！アンパ

ンマン」のバタコさん役、「魔
女の宅急便」の黒猫ジジ役
など多くの作品に出演する
プロの声優として、歌と語
りによるいやしのライブを
全国で展開されています。
※無料託児あり（６カ月～就
学前。先着順）。希望する人は、７月７日㊊
までに電話で本庁（別館）・生涯学習課へ申
し込んでください。

入場
無料

□問本庁（別館）・生涯学習課

▲佐久間レイさん

第64回 社会を明るくする運動推進大会

　７月は“社会を明るくする運動”の強調月間です。犯罪・非行の防止や青少年の健全育
成について、みんなで考えましょう。

□問牛深支所・総務振興課

■募集内容・人数
　①司会進行…男女各１人
　②市民憲章朗読…１人
　③成人者代表宣言…１人
　④明るく正しい選挙推進宣言…１人
　⑤交通安全宣言…１人
■申込方法＝７月25日㊎までに、電話
で牛深支所・総務振興課へ申し込ん
でください。

■対　象＝牛深地区在住または出身で、平成６
年４月２日から同７年４月１日までに生まれ
た人。※住民票が牛深地区にない人や同地区以
外の中学校を卒業した人は、申し込みが必要
です。電話（対象者の氏名・生年月日・地区名・
世帯主・現住所・電話番号）で、牛深支所・
総務振興課へ申し込んでください。

《次の新成人を募集します》牛深地区「成人式」を開催
と　き   ８月16日㊏ 午前10時から
ところ   牛深総合センター

国民健康保険のお知らせ国民健康保険のお知らせ

後期高齢者医療制度のお知らせ後期高齢者医療制度のお知らせ

　８月１日から、国民健康保険の保険証（一
般・退職）が新しいものに変わります。新し
い保険証を簡易書留で郵送しますので、古い
保険証は細かく切るなどして処分してくださ
い。保険証の色は、一般が黄色、退職が水色
です。70～74歳の加入者は所得に応じて負
担割合（２割・３割）が変更になる場合があ
りますので、ご確認ください。ただし、誕生
日が昭和19年４月１日までの人は、保険証の
表示が２割（特例措置により１割）となって
います。
　新しい保険証の有効期限は、いずれも来年
の７月31日までです。ただし、①退職の加入
者で来年７月１日までに65歳になる人は、誕

生月の月末（１日生まれの人は誕生日の
前日）②来年７月１日までに70歳になる
人は、誕生月の月末（１日生まれの人は
誕生日の前日）③来年７月31日までに75
歳になる人は、誕生日から後期高齢者医
療制度対象となるため、誕生日の前日が
有効期限となります。
　なお、平成25年度以前の国民健康保険
税を滞納している人には、有効期限が４
カ月と短くなる「短期保険証」や、病院
にかかったときに医療費がいったん全額
自己負担となる「資格証明書」を交付し
ます。対象者には、７月末日までにお知
らせします。

　後期高齢者医療被保険者証（オレンジ色）
の有効期限は、７月31日までです。
　新しい保険証（水色）は、７月中に簡易
書留で郵送しますので、８月１日からは新
しい保険証をご使用ください。なお、新し
い保険証（水色）に記載してある一部負担
金の割合は、平成26年度の住民税の課税
所得をもとに判定しています。
　また、古い保険証（オレ
ンジ色）は８月１日以降に
細かく切るなどして処分し
てください。

　限度額適用・標準負担額減額認定証（オレ
ンジ色）をすでに交付されている人は、７月
31日で期限切れとなり更新が必要となりま
す。８月１日から引き続き該当する人には、
新しい認定証（水色）を保険証といっしょに
郵送します。
　なお、入院中または入院予定の人で、認定
証の交付を受けていない人は、本庁・国保年
金課または各支所担当課へご相談ください
（※ただし、世帯の全員が住民税非課税の人
が対象となります）。

国民健康保険証が新しく変わります！

特定疾病療養受療証の更新申請を！

後期高齢者医療被保険者証の
　　　　　　　　　更新のお知らせ！

限度額適用・標準負担額減額認定証の
             　更新および申請について！

　70歳未満の国民健康保険加入者で、特定疾病の認定を受けている人に交付
している「特定疾病療養受療証」の有効期限は、７月31日までです。
　対象者には申請書を送付しますので、７月25日㊎までに本庁・国保年金課
または各支所担当課で申請をしてください。
　なお、古い受療証は細かく切るなどして処分してください。

□問本庁・国保年金課／各支所担当課

※詳しいことは□問にお問い合わせください。


